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居宅介護支援重要事項説明書 

 

＜令和 ６年 ４月 現在＞ 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電話 ０４８―８５７―８５３１ ／ ０４８－８５１－６４３１ (午前９時～午後５時) 

担当 介護支援専門員 松原 尚則   介護支援専門員 関川 幸子 

介護支援専門員 秋元 直之   介護支援専門員 有賀 弥生 

 

＊ 緊急連絡先：０４８－８５７－８５２２ （２４時間対応） 

 

 

２ ナーシングヴィラ与野居宅介護支援事業所の概要 

（1）居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域 

事業所名 ナーシングヴィラ与野居宅介護支援事業所 

所在地 埼玉県さいたま市中央区本町東６－１０－１ 

介護保険指定番号 居宅介護支援 さいたま市 １１７６５０９３３７ 

サービスを提供する地域 

さいたま市内の下記の地域 

中央区全域    

浦和区 上木崎 領家 

桜区  大字宿 大字大久保領家 神田 大字白鍬 山久保 

大宮区  桜木町 上小町 大原 三橋 北袋町 

 

＊ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（2）同事業所の職員体制 

職 種 常 勤 非常勤 業務内容  合 計 

管理者 １名 ０名 
事業所の従業者の管理及び業
務の管理を一元的に行う。 

１名 

介護支援専門員 ４名 ０名 
指定居宅介護支援の提供に
あたる。 

４名 

事務職員 ２名 １名 必要な事務を行う ３名 

 

 

（3）営業時間 

平 日 ９時００分 ～ １７時００分 

土・日・祝祭日 休業日とさせていただきます。 

＊ ただし、１２月２９日から１月３日までは休業日とさせていただきます。 
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３ 居宅介護支援の内容 

(1) インテークワーク 

  初回の相談依頼を受けて、利用者、家族と面談します。 

(2) アセスメント 

  利用者の居宅を訪問して利用者、家族と面談した上で課題の分析をします。 

(3) 居宅サービス計画書原案の作成 

  アセスメント後居宅サービス計画書原案を作成します。 

(4) サービス担当者会議の開催 

  居宅サービス計画書原案を基に利用者、家族、専門職種等とサービス担当者会議を開催します。 

(5) 文書による同意 

  サービス担当者会議にて居宅サービス計画書の検討後、利用者又は家族により文書による同意を

受けて交付します。 

(6) モニタリングの実施 

  少なくとも月１回、利用者宅を訪問し面談してモニタリングを実施し結果を記録します。 

(7) 居宅サービス計画の変更 

  利用者の状態が変化した等の場合は速やかに居宅サービス計画の変更のため、上記(2)から(5)の

実施をします。 

 

４ 居宅介護支援に係る事業所の義務について 

  ・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービ

ス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サー

ビス事業者等の紹介を求めることができます。また、その事業所を居宅サービス計画書に位置

づけた理由を求めることも可能です。 

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支

援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。 

  ・介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希

望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（以下「主

治の医師等」という。）の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービ

ス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。 

・介護支援専門員は、指定居宅サービス事業所等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、そ

の他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は生

活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又

は薬剤師に提供します。 

   ・事業所のケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の 

    利用状況は【別紙】のとおりである。 
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５ 利用料金 

(1)  居宅介護支援利用料 

 居宅介護支援利用料は介護サービスの提供開始以降１ヶ月あたり次表の単位数により計算される

額となります。 

＊保険料の滞納等により、法定代理受領をできなくなった場合は、次表の金額をいただき、当事業所から

サービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を、後日に住所地の市区町村窓口に提

出しますと、厚生労働大臣が定める基準により算出した居宅介護並びに居宅サービス計画費の額の戻し

を受けることができます。 

１ヶ月あたりの基本単位数 

（取扱件数は、担当者一人あたり） 

１ヶ月あたりの 

自己負担額 

（介護保険適用時） 

居宅介護支援費  要介護１・２    １，０８６単位 

要介護３～５    １，４１１単位 

12,000円 (0円) 

15,591円 (0円) 

特定事業所加算Ⅱ             ４２１単位 4,652円 (0円) 

事態が発生した際の加算  

初回加算                 ３００単位 3,315円 (0円) 

入院時情報連携加算 （Ⅰ）        ２５０単位 2,762円 (0円) 

入院時情報連携加算 （Ⅱ）        ２００単位 2,210円 (0円) 

退院・退所加算           ４５０～９００単位 
4,479～9,045円

 (0円) 

ターミナルケアマネジメント加算       ４００単位 4,420円 (0円) 

通院時情報連携加算              ５０単位 552円 (0円) 

緊急時等居宅カンファレンス加算       ２００単位 2,210円 (0円) 

特定事業所医療介護連携加算         １２５単位 1,381円 (0円) 

 

 

（2）交通費 

前記２の（1）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、事業所から片道おおむね 1㎞単位で 250円とします。 

 

（3）解約料 

利用者のご都合により解約した場合、下記の料金をいただきます。 

解約時期 解約料金 

契約後第１回面接までの間 無料 

契約後第１回面接以降 介護度別利用料金１ヶ月分 

保険者（市区町村）への居宅サービス計画の届出終

了後 
無料 
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６ サービスの利用方法 

（1）サービスの利用開始 

まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 

契約を締結した後、サービスの提供を開始します。 

（2）サービス利用に際してのお願い 

  ①お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。 

  ②ペットについて、訪問の際はケージに入れる、リードにつなぐなどの対応をお願いします。 

  ③居宅内に見守りカメラ等を設置する場合や、職員の写真撮影等をする場合は、個人情報保護法に

準じて事前に職員本人の同意を得てください。 

  ④ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合は、サービ

ス中止や契約解除となる場合もあります。 

  ⑤訪問中の喫煙はご遠慮ください。 

（3）サービス利用に際しての禁止事項について 

  ①事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

  ②モラルハラスメント、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

  ③サービス利用中に職員の写真や動画を撮影すること、記録したデータ等を無断で SNS等に掲載す

ること 

（4）サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま

す。 

その場合は、終了３０日前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者

をご紹介いたします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が介護保険施設に入所した場合………入所した日の翌日 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）、要支援

１又は要支援２と認定された場合………非該当、要支援１又は要支援２となった日 

・利用者がお亡くなりになった場合………死亡日の翌日 

④ その他 

利用者やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続しがた

いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させ

ていただく場合がございます。 

 

７ 秘密保持 

（１） 事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者等は、個人情報保護法等に則り、サー 

    ビスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏ら

しません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

（２） 事業者は利用者または家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等の

第三者等に対して、利用者及び当該家族の個人情報を用いません。 

（３） 事業者は、利用者の家族からあらかじめ同意を得ない限り、サービス担当者会議の第三 者等に

対して、当該家族の個人情報を用いません。 
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８ 事故発生時の対応 

（１）事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が生じた場合は、利用者の家族 

に連絡するとともに、必要に応じ協力医療機関と連絡を取り、適切な措置を講じます。 

（２）事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、 

   速やかに損害賠償を行います。 

（３）事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が生じた場合は、関係する行政 

   機関等に報告します。 

（４）事業者は、事故の状況及び事故の際にとった処置について記録します。 

 

９ 非常災害対策 

（１） 事業者は併設する特別養護老人ホームナーシングヴィラ与野の非常災害計画に基づく災害対策

を講じております。非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に

周知するとともに、定期的に避難その他必要な訓練をします。 

（２） 非常災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観

点から事業継続計画（BCP）を策定し、定期的に訓練及び研修を実施する。 

事業継続計画は非常災害時と感染症蔓延時の２つの事態に対応するものとする。 

 

１０ 虐待防止 

   事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、従業者に対する研修の実施、苦情処理体 

   制の整備、その他虐待防止のために必要な処置を講ずるものとする。 

   また、事業者は、サービス提供中に当該事業所従業員又は擁護者（利用者の家族等）による虐待

 を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 

 

１１ 当法人の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人  シナプス 

代表役職・氏名 理事長  丸木 雄一 

法令順守責任者氏名 施設長  櫻庭 学 

法人所在地・電話番号 さいたま市中央区本町東 6-11-1  TEL：048-857-6811 

 

１２ 相談、要望、苦情・虐待、ハラスメント等に関する窓口 

（１） 事業者は、提供したサービスに関する利用者及び家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ

適切に対応するために、苦情・ハラスメントを受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講ずる。 

（２） 事業者は、前項の苦情・ハラスメントを受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 

（３） 事業者は、提供したサービスに関する利用者及び家族からの苦情・ハラスメントに関して、

市区町村及び国民健康保険連合会による調査がある場合にはこれに協力し、指導又は助言が

ある場合にはこれに従って必要な改善を行う。 
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 １ ナーシングヴィラ与野 居宅介護支援事業所 

ご利用者相談・苦情受付担当者   介護支援専門員 松原 尚則 

介護支援専門員 関川 幸子 

介護支援専門員 秋元 直之 

介護支援専門員 有賀 弥生 

 

   苦情・虐待解決責任者      施設長     櫻庭 学 

電話番号 ０４８―８５７―８５３１ ／ ０４８－８５１－６４３１ 

 

 ２ 苦情解決第三者委員  

   阿久津 奉子 （福祉施設理事長）  ０４８－８５２－０２７８ 

 

 ３ その他 

   さいたま市介護保険課              ０４８－８２９－１２６５ 

   さいたま市いきいき長寿推進課          ０４８－８２９－１２５７ 

   さいたま市中央区高齢介護課           ０４８－８４０－６０６８ 

   埼玉県健康保険団体連合会介護保険課（苦情専用） ０４８－８２４－２５６８ 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


